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平成25年11月26日農林水産業・地域の活力創造本部決定

制度設計の全体像

１．米の直接支払交付金

○ 米の直接支払交付金については、激変緩和のための経過措置
として、26年産米から単価を7,500円に削減した上で、29年産
までの時限措置（30年産から廃止）とする。

２．日本型直接支払制度（多面的機能支払）の創設

○ 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地
域内の農業者が共同で取り組む地域活動（活動組織を作り構造
変化に対応した維持管理の目標を含む協定を市町村と締結）を
支援。

○ 26年度は予算措置として実施することとし、27年度から法律
に基づく措置として実施。

○ 国と地方を合わせた10a当たり交付単価は、次のとおり。
農地維持支払 資源向上支払※

田 (都府県/道）3,000円/2,300円 2,400円/1,920円
畑 (都府県/道）2,000円/1,000円 1,440円/ 480円
草地(都府県/道） 250円/ 130円 240円/ 120円
※ 現行の農地・水保全管理支払の5年以上継続地区等は75％単価を適用。

○ ５年後に支払の効果や取組の定着状況等を検証し､施策に反映。
○ 中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支援については、
基本的枠組みを維持。

３．経営所得安定対策

（１）畑作物の直接支払交付金（ゲタ）
○ 諸外国との生産条件格差から生ずる不利を補うため、法改正
により、認定農業者、集落営農、認定就農者に対して実施する
（ただし、規模要件は課さない。）。
なお、26年産は、現行どおり、全ての販売農家・集落営農に

対して実施する。
○ 単価については、別表（P.3）のとおり。

（２）米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ)
○ 農業者拠出に基づくセーフティネットとして、実施する。
○ 対象農業者は、法改正により27年産から、認定農業者、集落
営農、認定就農者に対して実施する（ただし、規模要件は課さ
ない。）。
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○ なお、26年産に限り、ナラシ対策非加入者に対する影響緩和
対策として、26年産の米の直接支払交付金の加入者のうち、26
年産のナラシ対策に加入しない者に対して、26年産のナラシ対
策で米の補填が行われる場合に、国費分相当の５割を交付する
（この場合、農業者の拠出は求めない。）。

○ 中期的には、すべての作目を対象とした収入保険の導入につ
いて調査・検討を進め、その道筋をつける。

４．食料自給率・自給力の向上に向けた水田のフル活用

○ 食料自給率・自給力の向上を図るため、水田活用の直接支払
交付金により、飼料用米、麦、大豆など、戦略作物の本作化を
進め、水田のフル活用を図る。

（飼料用米・米粉用米について数量払いを導入し、上限値10.5万
円/10aとする。（別図（P.3）参照））

○ 地域の裁量で活用可能な交付金（産地交付金（仮称））によ
り、地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」
に基づき、地域の特色のある魅力的な産品の産地を創造するた
め、麦・大豆を含む産地づくりに向けた助成を充実する。

（飼料用米・米粉用米についての多収性専用品種への取組、加工
用米の複数年契約（３年間）の取組に対し、1.2万円/10aを交
付。）
※１ 麦、大豆、飼料作物、ＷＣＳ用稲及び加工用米の水田活用の直接支払

交付金の単価は現行どおりとする。

※２ そば・なたねについては、産地交付金（仮称）からの交付に変更する

こととする。

５．米政策の見直し

○ 需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付
金の充実、中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一
層の推進、きめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の
提供等の環境整備を進める。
こうした中で、定着状況をみながら、5年後を目途に、行政

による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見
通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心となって円
滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政・生産者
団体・現場が一体となって取り組む。

６．米価変動補塡交付金

○ 米価変動補填交付金は、平成26年産米から廃止する。
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（別 表） 畑作物の直接支払交付金（ゲタ）の交付単価
１．数量払

区 分 見直し後の 現行の

平均交付単価 平均交付単価

小麦 6,320円/60kg 6,360円/60kg

(▲ 40円)

二条大麦 5,130円/50kg 5,330円/50kg

(▲ 200円)

六条大麦 5,490円/50kg 5,510円/50kg

(▲ 20円)

はだか麦 7,380円/60kg 7,620円/60kg

(▲ 240円)

大豆 11,660円/60kg 11,310円/60kg

(+ 350円)

てん菜 7,260円/ ｔ 6,410円/ ｔ

(+ 850円)

でん粉原料用 12,840円/ ｔ 11,600円/ ｔ

ばれいしょ (+ 1,240円)

そば 13,030円/45kg 15,200円/45kg

(▲ 2,170円)

なたね 9,640円/60kg 8,470円/60kg

(+ 1,170円)

注１：（ ）内は、現行単価との差

注２：てん菜の基準糖度は、16.3度とする。（現行は、17.1度）

注３：でん粉原料用ばれいしょの基準でん粉含有率は、19.5％とする。（現

行は、18.0％）

注４：見直し後の品質区分別単価は、現行の品質区分別単価に上記の現

行単価との差額を加えた額。

２．営農継続支払
２万円/10a （そばについては、1.3万円/10aとする。）

（別 図）

助成額
（万円/10a） 数量払いの単価（傾き）：167円/kg

単収（kg/10a）530

8.0万

（標準単収値）

10.5万

680    380    

5.5万

・数量払いによる助成については、農産物検査
機関による数量の確認を受けていることを条
件とする。

・※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基
づく数値であり、各地域への適用に当たっては、
当該地域に応じた単収（配分単収）を適用する
ものとする。

※※ ※
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機
密
性
○
情
報

○
○
限
り

日
本
型
直
接
支
払
制
度
の
創
設
及
び

新
た
な
経
営
所
得
安
定
対
策
等
の
概
要

Ⅰ
日
本
型
直
接
支
払
制
度
の
創
設

Ⅱ
新
た
な
経
営
所
得
安
定
対
策
の
概
要

①
ゲ
タ
対
策

②
ナ
ラ
シ
対
策

Ⅲ
新
た
な
米
政
策
の
在
り
方
等

①
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

②
米
政
策

Ⅳ
米
の
直
接
支
払
交
付
金
・
米
価
変
動
補
填
交
付
金
の
見
直
し

平
成
２
５
年
１
２
月
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「
農
地
維
持
支
払
（
仮
称
）
」
と
「
資
源

向
上
支
払
(仮
称
）
」
に
取
り
組
む
場
合

「
資
源
向
上
支
払
(仮
称
）
」

現
行
の
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
を
組

替
え
・
名
称
変
更
。
地
域
住
民
を
含
む

活
動
組
織
が
行
う
、
施
設
の
軽
微
な
補

修
や
農
村
環
境
保
全
活
動
の
幅
広
い

展
開
等
を
支
援
。

１

基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
継
続

基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
継
続

「
農
地
維
持
支
払
（
仮
称
）
」

新
た
に
創
設
。
農
業
者
等
で
構
成
さ
れ

る
活
動
組
織
で
行
う
、
水
路
の
泥
上
げ

や
農
道
の
草
刈
り
等
の
地
域
資
源
の
基

礎
的
保
全
活
動
等
を
支
援
。

Ⅰ
日
本
型
直
接
支
払
制
度
（
多
面
的
機
能
支
払
）
の
創
設

Ⅰ
－
②

中
山
間
地
域

等
直
接
支
払

条
件
不
利

地
域
に
お
け

る
生
産
活
動

の
継
続

中
山
間
地
域
等
の
条

件
不
利
地
域
（
傾
斜
地

等
）
と
平
地
と
の
コ
ス
ト

差
（
生
産
費
）
を
補
正

68
万

Ⅰ
－
③

環
境
保
全
型

農
業
直
接
支

援

環
境
保
全

型
農
業
の

普
及

環
境
保
全
効
果
の
高

い
営
農
活
動
を
行
う
こ

と
に
よ
り
生
じ
る
追
加

的
コ
ス
ト
を
支
援

4万

田
（
急
傾
斜
）

21
,0
00

畑
（
急
傾
斜
）

11
,5
00

草
地
（
草
地
比
率

の
高
い
草
地
）

1,
50
0

緑
肥
の
作
付

8,
00
0

堆
肥
の
施
用

4,
40
0

有
機
農
業

（
そ
ば
等
雑
穀
・

飼
料
作
物
）

8,
00
0

(3
,0
00
)

現
行
制
度

目
的

仕
組
み

取
組
面

積
(h

a)
主
な
単
価

（
円

/1
0a
）

Ⅰ
－
①

農
地
・
水
保

全
管
理
支
払

共
同
活
動

に
よ
る
社
会

資
本
の
保

全
管
理

地
域
住
民
を
含
む
活
動

組
織
に
よ
り
農
地
周
り

の
水
路
等
国
民
共
通

の
社
会
資
本
を
保
全
管

理
す
る
コ
ス
ト
を
支
援

14
6
万

共
同
活
動
支
援
交
付
金

都
府
県
北
海
道

田
4,
40
0

3,
40
0

畑
2,
80
0

1,
20
0

草
地

40
0

20
0

都
府
県
北
海
道

田
5,
40
0

4,
22
0

畑
3,
44
0

1,
48
0

草
地

49
0

25
0

合
計
交
付
単
価
（
円
/1
0a
）

都
府
県
北
海
道

田
3,
00
0

2,
30
0

畑
2,
00
0

1,
00
0

草
地

25
0

13
0

交
付
単
価
（
円
/1
0a
）

都
府
県
北
海
道

田
2,
40
0

1,
92
0

畑
1,
44
0

48
0

草
地

24
0

12
0

交
付
単
価
（
円
/1
0a
）

※
現
行
の
農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
の
５
年
以
上
継
続
地
区
等
は
75
％
単
価
を
適
用
。

※
農
地
維
持
支
払
単
独
で
も
取
組
可
能

26
年
度
は
予
算
措
置
と
し
て
実
施
。

27
年
度
か
ら
法
律
に
基
づ
き
実
施
。
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区
　
分

小
麦

6
,3
2
0
円
/
6
0
kg
(
▲
4
0
円
)
 

6
,3
6
0
円
/
6
0
kg

二
条
大
麦

5
,1
3
0
円
/
5
0
kg
(
▲
2
0
0
円
)
 

5
,3
3
0
円
/
5
0
kg

六
条
大
麦

5
,4
9
0
円
/
5
0
kg
(
▲
2
0
円
)
 

5
,5
1
0
円
/
5
0
kg

は
だ
か
麦

7
,3
8
0
円
/
6
0
kg
(
▲
2
4
0
円
)
 

7
,6
2
0
円
/
6
0
kg

大
豆

1
1
,6
6
0
円
/
6
0
kg
(
＋
3
5
0
円
)
 
1
1
,3
1
0
円
/
6
0
kg

て
ん
菜

7
,2
6
0
円
/
 ｔ
 　

(
＋
8
5
0
円
)
 

6
,4
1
0
円
/
 ｔ
 　

で
ん
粉
原
料
用

ば
れ
い
し
ょ

1
2
,8
4
0
円
/
 ｔ
 　

(
＋
1
,2
4
0
円
)
 
1
1
,6
0
0
円
/
 ｔ
 　

そ
ば

1
3
,0
3
0
円
/
4
5
kg
(
▲
2
,1
7
0
円
)
 
1
5
,2
0
0
円
/
4
5
kg

な
た
ね

9
,6
4
0
円
/
6
0
kg
(
＋
1
,1
7
0
円
)
 
8
,4
7
0
円
/
6
0
kg

見
直
し
後
の
平
均
交
付
単
価

現
行
の
平
均
交
付
単
価

現
行
制
度
：
畑
作
物
の
コ
ス
ト
割
れ
を
補
て
ん
（
ゲ
タ
）

諸
外
国
と
の
生
産
条
件
の
格
差
に
よ
り
不
利
が
あ
る
国
産
農
産
物
（
麦
・
大
豆
等
）
に
つ
い
て
、

生
産
コ
ス
ト
と
販
売
額
の
差
に
相
当
す
る
額
を
助
成

対
象
農
業
者

す
べ
て
の
販
売
農
家
・
集
落
営
農

（
H2

5年
産
の
加
入
者

8.
4万
件
）

な
お
、
担
い
手
経
営
安
定
法
に
基
づ
く
ゲ
タ
対
策
の
対
象
農
業

者
は
、
認
定
農
業
者
・
集
落
営
農
の
う
ち
一
定
規
模
以
上
の
者

（
都
府
県
４
ha
、
北
海
道
10
ha
、
集
落
営
農
20
ha
以
上
等
、
市

町
村
特
認
あ
り
）

対
象
品
目

麦
、
大
豆
、
て
ん
菜
、
で
ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ
、
そ
ば
、

な
た
ね

支
援
の
内
容

数
量
払
を
基
本
。
面
積
払
（
２
万
円
／
10
a）
は
収
穫
前
に
内
金

と
し
て
支
払
い
（
全
国
一
律
単
価
）
。
(担
い
手
経
営
安
定
法
に

基
づ
く
ゲ
タ
対
策
の
設
計
は
、
過
去
実
績
に
基
づ
く
面
積
払
７

割
、
数
量
払
３
割
)

Ⅱ
－
①
新
た
な
経
営
所
得
安
定
対
策
の
概
要
（
ゲ
タ
）

＜
数
量
払
・
面
積
払
の
イ
メ
ー
ジ
＞

平
均
単
収

数
量
払

収
量

交
付
額

面
積
払

（
営
農
継
続
支
払
）

２
．
営
農
継
続
支
払

２
万
円
/
1
0
a
（
そ
ば
に
つ
い
て
は
、
1.
3万
円
/
10
aと
す
る
。
）

注
１
：
（
）
内
は
、
現
行
単
価
と
の
差

注
２
：
て
ん
菜
の
基
準
糖
度
は
、
16

.3
度

と
す
る
。
（
現
行
は
、
17

.1
度
）

注
３
：
で
ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ
の
基

準
で
ん
粉
含
有
率
は
、
19

.5
％
と

す
る
。
（
現
行
は
、
18

.0
％
）

注
４
：
見
直
し
後
の
品
質
区
分
別
単
価

は
、
現
行
の
品
質
区
分
別
単
価

に
左
記
の
現
行
単
価
と
の
差
額

を
加
え
た
額
。

注
５
：
小
麦
の
パ
ン
･中
華
麺
用
品
種
へ

の
加
算
は
現
行
単
価
（
2,
55
0円

/6
0k
g）
と
す
る
。

＜
畑
作
物
の
直
接
支
払
交
付
金
（
ゲ
タ
）
の
交
付
単
価
＞

１
．
数
量
払
い

以
下
の
と
お
り
見
直
し
を
行
い
、
実
施

26
年
産

27
年
産
か
ら

現
行
ど
お
り

予
算
措
置
で
、
全
て
の

販
売
農
家
・
集
落
営
農

を
対
象
に
実
施

法
改
正
し
て
、
次
の
要
件

で
法
律
に
基
づ
き
実
施

認
定
農
業
者
・
集
落
営

農
・
認
定
就
農
者

（
い
ず
れ
も
規
模
要
件
は

課
さ
な
い
）

そ
ば
は
、
未
検
査
品
を

外
す

そ
ば
は
、
規
格
外
品
を

外
す

現
行
の
交
付
単
価
等
を

見
直
す

26
年
産
の
見
直
し
後
の

交
付
単
価
等
で
法
律
に

基
づ
き
実
施

２
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機
密
性
○
情
報

○
○
限
り

現
行
制
度
：
毎
年
の
収
入
の
減
少
の
影
響
を
緩
和
（
ナ
ラ
シ
）

対
象
農
業
者

認
定
農
業
者
・
集
落
営
農
の
う
ち
一
定
規
模
以
上
の
者

対
象
品
目

米
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
菜
、
で
ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ

支
援
の
内
容

「
標
準
的
収
入
額
」
と
「
当
年
産
収
入
額
」
の
差
額
の
９
割

農
業
者
の
拠
出
あ
り
（
「
農
業
者
１
：
国
３
」
の
割
合
で
拠
出
）

※
収
入
額
は
対
象
品
目
ご
と
の
収
入
額
を
合
算
・
相
殺
し
た
も
の

Ⅱ
－
②
新
た
な
経
営
所
得
安
定
対
策
の
概
要
（
ナ
ラ
シ
）

H
2
5
年
産
加
入
者
6
.8
万
件

う
ち
米
の
加
入
面
積
4
3
万
h
a

都
府
県
４
ha
、
北
海
道
10

ha
、

集
落
営
農
20

ha
以
上
等
、
市
町
村
特
認
あ
り

（
※
）

26
年
産
の
米
の
直
接
支
払
交
付
金
の
加
入
者
の
う
ち
、
ナ
ラ
シ
対
策
に

加
入
し
な
い
者
に
対
し
て
、
26
年
産
の
ナ
ラ
シ
対
策
で
米
の
補
填
が
行
わ

れ
る
場
合
に
、
国
費
分
相
当
の
５
割
を
交
付
（
こ
の
場
合
、
農
業
者
の
拠
出

は
求
め
な
い
。
）
。

以
下
の
と
お
り
見
直
し
を
行
い
、
実
施

26
年
産

27
年
産
か
ら

現
行
ど
お
り

た
だ
し
、
26
年
産
に
限
り
、

ナ
ラ
シ
対
策
非
加
入
者

に
対
す
る
影
響
緩
和
対

策
を
実
施
（
※
）

法
改
正
し
て
、
次
の
要
件

で
実
施

認
定
農
業
者
、
集
落
営

農
、
認
定
就
農
者
（
い
ず

れ
も
規
模
要
件
を
課
さ
な

い
。
）

現
行
ど
お
り

現
行
ど
お
り

現
行
ど
お
り

現
行
ど
お
り

３
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機
密
性
○
情
報

○
○
限
り

現
行
制
度
：
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

対
象
農
業
者
す
べ
て
の
「
販
売
農
家
」
と
「
集
落
営
農
」

（
米
の
生
産
調
整
未
達
成
者
に
も
、
水
田
に

お
け
る
他
作
物
の
作
付
に
応
じ
て
交
付
）

対
象
品
目

水
田
で
作
付
さ
れ
る
麦
、
大
豆
、
米
粉
用
米
、

飼
料
用
米
、
そ
ば
、
な
た
ね
等

支
援
の
内
容

支
援
の
内
容

①
戦
略
作
物
助
成

作
付
実
績
に
基
づ
き
全
国
一
律
単
価
で
交
付

②
産
地
資
金

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
各
都
道
府
県
の

上
限
額
の
中
で
、
地
域
が
取
り
組
み
内
容

（
作
物
等
）
・
単
価
を
設
定

以
下
の
と
お
り
見
直
し
を
行
い
、
引
き
続
き
実
施

○
変
更
な
し

○
変
更
な
し

○
食
料
自
給
率
・
自
給
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

に
よ
り
、
飼
料
用
米
、
麦
、
大
豆
な
ど
、
戦
略
作
物
の
本
作
化
を
進
め
、
水
田
の
フ

ル
活
用
を
図
る
。

（飼
料
用
米
・米
粉
用
米
に
つ
い
て
数
量
払
い
を
導
入
し
、
上
限
値
10
.5
万
円
/1
0a
と
す
る
。
）

○
地
域
の
裁
量
で
活
用
可
能
な
交
付
金
（
産
地
交
付
金
（
仮
称
）
）
に
よ
り
、
地
域

の
作
物
振
興
の
設
計
図
と
な
る
「
水
田
フ
ル
活
用
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
基
づ
き
、
地
域
の

特
色
の
あ
る
魅
力
的
な
産
品
の
産
地
を
創
造
す
る
た
め
、
麦
・
大
豆
を
含
む
産
地

づ
く
り
に
向
け
た
助
成
を
充
実
す
る
。

（
飼
料
用
米
・
米
粉
用
米
に
つ
い
て
の
多
収
性
専
用
品
種
へ
の
取
組
、
加
工
用
米
の
複

数
年
契
約
（
３
年
間
）
の
取
組
に
対
し
、
1.
2万
円
/1
0a
を
交
付
。
）

※
１
麦
、
大
豆
、
飼
料
作
物
、
Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲
及
び
加
工
用
米
の
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の

単
価
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

※
２
そ
ば
・な
た
ね
に
つ
い
て
は
、
産
地
交
付
金
（仮
称
）か
ら
の
交
付
に
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

対
象
作
物

現
行
の
単
価

見
直
し
後
の
単
価

麦
、
大
豆
、
飼
料
作
物

3.
5万
円
/1
0a

3.
5万
円
/1
0a

米
粉
用
米
、
飼
料
用
米

8.
0万
円
/1
0a

右
図
の
と
お
り

Ｗ
Ｃ
Ｓ
用
稲

8.
0万
円
/1
0a

8.
0万
円
/1
0a

加
工
用
米

2.
0万
円
/1
0a

2.
0万
円
/1
0a

そ
ば
、
な
た
ね

2.
0万
円
/1
0a

産
地
交
付
金

（
仮
称
）
に
移
行

Ⅲ
－
①
水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

助
成
額

（
万
円
/1
0a
）

数
量
払
い
の
単
価
（
傾
き
）
：
16
7円

/k
g

単
収
（
kg
/1
0a
）

53
0

8.
0万

（
標
準
単
収
値
）

10
.5
万

68
0 
   

38
0 
   

5.
5万

水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
単
価

・
数
量
払
い
に
よ
る
助
成
に
つ
い
て
は
、
農

産
物
検
査
機
関
に
よ
る
数
量
の
確
認
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

・
※
は
全
国
平
均
の
平
年
単
収
（
標
準
単
収

値
）
に
基
づ
く
数
値
で
あ
り
、
各
地
域
へ
の
適

用
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
地
域
に
応
じ
た
単

収
（
配
分
単
収
）
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

※
※

※

４
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機
密
性
○
情
報

○
○
限
り

Ⅲ
－
②
米
政
策

以
下
の
と
お
り
見
直
し
を
行
う

○
需
要
に
応
じ
た
生
産
を
推
進
す
る
た
め
、
水
田
活
用
の
直
接
支

払
交
付
金
の
充
実
、
中
食
・
外
食
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
生
産
と

安
定
取
引
の
一
層
の
推
進
、
き
め
細
か
い
需
給
・
価
格
情
報
、
販

売
進
捗
・
在
庫
情
報
の
提
供
等
の
環
境
整
備
を
進
め
る
。

○
こ
う
し
た
中
で
、
定
着
状
況
を
み
な
が
ら
、
5年
後
を
目
途
に
、
行

政
に
よ
る
生
産
数
量
目
標
の
配
分
に
頼
ら
ず
と
も
、
国
が
策
定
す

る
需
給
見
通
し
等
を
踏
ま
え
つ
つ
生
産
者
や
集
荷
業
者
・
団
体
が

中
心
と
な
っ
て
円
滑
に
需
要
に
応
じ
た
生
産
が
行
え
る
状
況
に
な

る
よ
う
、
行
政
・
生
産
者
団
体
・
現
場
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
。

現
在
の
米
政
策

１
行
政
に
よ
る
生
産
数
量
目
標
の
配
分
の
仕
組
み

主
食
用
米
の
需
要
が
減
少
傾
向
に
あ
る
中
で
、
国
は
都
道

府
県
別
の
生
産
数
量
目
標
を
配
分
し
、
行
政
に
よ
り
、
個
々

の
農
業
者
に
主
食
用
米
の
生
産
数
量
目
標
を
配
分
。

（
一
人
当
た
り
消
費
量
：
昭
和
3
7
年
1
1
8
kg
 →
 平
成
2
4
年
5
6
kg
）

２
生
産
調
整
の
誘
導
措
置

生
産
数
量
目
標
の
範
囲
内
で
主
食
用
米
を
生
産
し
た
生

産
者
に
対
し
て
、
米
の
直
接
支
払
交
付
金
（1
.5
万
円
/
1
0
a）
、

米
の
変
動
補
填
交
付
金
を
交
付
。

（
単
位
：
万
ﾄﾝ
）

年
産

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

生
産
数
量
目
標

8
1
5

8
1
5

8
1
3

7
9
5

7
9
3

7
9
1

7
6
5

（
参
考
）
直
近
７
年
の
生
産
数
量
目
標

５
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機
密
性
○
情
報

○
○
限
り

現
行
制
度
：
米
の
直
接
支
払
交
付
金

主
食
用
米
の
コ
ス
ト
割
れ
を
補
て
ん

対
象
農
業
者

米
の
生
産
調
整
を
達
成
し
た
販
売
農
家
・
集
落
営
農

（
H2

5年
産
加
入
者

96
万
件
）

交
付
対
象
面
積

加
入
者
ご
と
に
、
作
付
け
面
積
か
ら
10

aを
控
除
し
た
も

の
を
交
付
対
象
面
積
と
し
て
い
る
。

（
H2

5年
産
加
入
面
積

11
5万

ha
）

支
援
の
内
容

全
国
一
律
単
価
で
、
主
食
用
米
の
コ
ス
ト
割
れ
分
（
「
標
準
的
な
生

産
費
」
(平
成
14
～
20
年
産
の
７
年
中
、
中
庸
５
年
)と
「
標
準
的
な

販
売
価
格
」
（
平
成
18
～
20
年
産
の
３
年
平
均
）
の
差
額
）
を
交
付

（
交
付
単
価
：
15
,0
00
円
／
10

a）

Ⅳ
米
の
直
接
支
払
交
付
金
・
米
価
変
動
補
て
ん
交
付
金
の
見
直
し

激
変
緩
和
の
た
め
の
経
過
措
置
と
し
て
、

26
年
産
米
か
ら
単
価
を
7,
50

0円
に
固
定

し
た
上
で
、
29
年
産
ま
で
の
時
限
措
置

（
30
年
産
か
ら
廃
止
）
を
実
施
。

な
お
、
対
象
農
業
者
、
交
付
対
象
面
積
は

現
行
と
同
様
と
す
る
。

現
行
制
度
：
米
価
変
動
補
填
交
付
金

対
象
農
業
者

米
の
直
接
支
払
交
付
金
の
交
付
対
象
者

支
援
の
内
容

・
全
国
一
律
単
価
で
、
米
の
「
標
準
的
な
販
売
価
格
」
（
平
成
18

～
20
年
産
の
３
年
平
均
）
と
「
当
年
産
の
販
売
価
格
」
の
差
額
全

額
（
10
割
）
を
交
付

・
生
産
者
の
拠
出
は
な
し

・
当
年
産
米
の
翌
年
３
月
ま
で
の
販
売
価
格
を
見
て
、
支
払
い

は
翌
年
度
の
５
～
６
月
に
行
う
。

平
成
26
年
産
米
か
ら
廃
止
す
る
。

H
2
5
年
産
加
入
者
9
6
万
件

加
入
面
積
1
1
5
万
h
a

６
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２．各省連携施策 
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１ 生産現場の強化

項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算（26年度要求額）
関係法令等

①新規就農対策
（農業法人が「農の雇用事業」に先立って厚
労省の「トライアル雇用制度」を積極的に活
用するよう、各県の農業法人協会とハロー
ワーク等との協議の場を設置）

厚労省 ・トライアル雇用での試行雇用から農の雇用事業での研修へ円滑
に移行ができるよう各種規程を整備。
・各県の農業法人協会とハローワーク等との協議の場の設置につ
いて合意済み。詳細は厚労省と調整中。

＜連携要求＞
【農】農の雇用事業：75億円
【厚】トライアル雇用制度：121
億円

②農業教育
（農業高校、普通高校、大学の学生等のア
グリフューチャージャパンの研修セミナーへ
の参加を促進）

文科省 ・26年度予算として、アグリフューチャージャパンの研修セミナーの
開催経費を要求。
・当該研修セミナーを活用するよう教育委員会や大学等に対する
周知方法について文科省と相談中。

【農】技術習得支援事業：3.5億
円
【文】－

③農業法人の障害者雇用
（障害者雇用促進法や障害者雇用に関する
助成制度の周知徹底、農業法人と障害者の
マッチング等を図る）

厚労省 ・農水省は農業法人等に対する意識啓発を、厚労省は農業法人
等への就業促進を行う。
・このため、26年度予算では、農水省は農業法人と障害者団体、
ハローワーク等との情報交換会の開催経費等を要求。厚労省は
ハローワーク等による就職面接会の開催経費等を要求。

＜連携要求＞
【農】人・農地問題加速化支援
事業、うち農業経営の法人化
等の支援：4.4億円の内数
【厚】障害者雇用促進関係経
費：9.9億円の内数

④援農隊の導入の推進 厚労省 ・26年度予算として、繁忙期の労働力確保のため、シルバー人材
センター、ハローワーク等と連携した援農者の斡旋等を支援する
予算を要求

・ハローワークやシルバー人材センターを通じた効果的な人材募
集方法や留意点について厚労省と相談中

【農】援農隊マッチング支援事業：
１億円
【厚】－

⑤農業機械の省エネ性能評価基準
の確立

環境省 ・エネルギー対策特会の活用により、26年度予算において農水省・
環境省の連携事業として、農業機械（トラクター、コンバイン、穀物
乾燥機）の省エネ性能評価基準の確立等を図るための予算を要
求。

【農】－

【環】エネルギー起源CO2排出削
減技術評価・検証事業（農業分野
におけるCO2排出削減促進検討
事業）：50億円の内数

２ 国内外の需要拡大①
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算（26年度要求額）
関係法令等

①薬用作物の振興
（薬用作物国産化ニーズに応えた産
地形成）

厚労省 ・農水省・厚労省で、生産者と実需者の情報交換会を開催済（昨年11月～
計３回）。また、薬用作物の産地化を志向する地域と実需者が情報交換・
共有するための説明会を共催（本年８月～、計８回）。
・26年度予算として、産地化に係る検討会開催・実証ほ場運営、農業機械
の改良等への支援を要求。

・今後、生産技術上の課題の明確化と解決方向の提示に向け、種苗・農
薬メーカー等からも意見聴取する予定。

＜合同検討会等＞

生産者・実需者の情報交
換会等

【農】薬用作物等地域特産
作物産地確立支援事業：
５億円
【厚】－

②学校給食における国産農林
水産物の消費拡大
（学校給食における国産食材の利用
拡大、食育推進基本計画の見直し
等）

内閣府、
文科省

・26年度予算として、学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に
生産・供給するモデル的な取組への支援に必要な予算を要求。

・このモデル校において、文科省の要求する事業を活用し、食育効果の検
証やその成果の普及を行うなど連携を検討。

・また、学校給食用牛乳の供給量の維持・拡大を図るための取組への支
援を従前から行ってきたところであり、26年度予算においても要求中。学
校給食を所管する文科省と連携して実施（対策要綱は文科省・農水省の
共管）。

・今後、食育推進基本計画の一部を改定し、学校給食における国産食材
の使用割合に関する目標を追加することについて、食育推進会議で議題
とする予定。

＜連携要求＞

【農】日本の食を広げるプ
ロジェクト（学校給食地場
食材利用拡大モデル事
業）：44億円の内数
【文】スーパー食育スクー
ル事業：３億円の内数

【農】国産牛乳乳製品需
要・消費拡大対策（学校給
食用牛乳等供給推進事
業）：10億円
【文】－
食育推進基本計画

・文部科学省と連絡調整を行い、全国学校給食会や全国学校栄養士協議
会と情報交換を実施。

・全国学校栄養士協議会の協力のもと「学校給食における水産物利用状
況」調査を実施し、結果を漁協等へ広く周知。

・国産水産物流通促進センターを設置し、学校給食へ食材提供を検討す
る漁協や加工業者等に対し、マッチングや納入条件等のアドバイスや学
校給食向けの商品開発等を行う際の加工機器整備等の支援を実施中。
（本年１１月までに、１３案件への支援を決定）
・26年度予算として、上記についての体制強化や、センターと学校給食会
が共催で魚食普及セミナー等の開催を行うことを検討中。（本年１０月８日、
全国都道府県の学校給食会の事務局長が参加する研修会に水産庁とセ
ンターが出席し協力を要請）

【農】国産水産物流通促進
事業：８億円
【文】－
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項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令等

⑤ミラノ国際博覧会政府出展 経産省、
国交省、
JETRO

・26年度予算として、25年度に引き続き、経産省との調整の下でミラノ国際
博覧会への政府出展に向けた準備への支援を要求。

＜連携要求＞

【農】ミラノ国際博覧会政
府出展委託事業：11億円
【経】国際博覧会出展事
業委託費：11億円

④経済協力と連携した農業イ
ンフラシステム輸出
（先進的な技術を有する我が国農
業・食品関連産業の海外展開と連携
し、途上国における種子供給・生産・
加工・流通の各段階のバリュー
チェーンの構築を支援）

外務省、
経産省、
国交省、
JICA

・農林水産省は、JICAの民間連携事業に多くの農業・食品関連企業が応募
できるよう、これまで行われてこなかった農業関連業界への説明会を新た
に実施。また、クールジャパンファンドに多くの農業・食品関連企業が応募
できるよう、業界への説明会を開催予定。

・平成26年度経協案件の各国からの要望に関して、農業インフラシステム
輸出等を通じた途上国におけるバリューチェーンの構築に資する事業を実
現するため、案件の採択や協力内容に関して外務省と協議中。また、同省
は、外交ルートを通じた情報収集等について引き続き協力する旨合意。

・外務省、経産省及び関係機関（NEXI、NEDO、JETRO等）とミャンマーにおけ
る日本の農業機械関連産業の進出に有用な情報の共有を図るため、「ミャ
ンマー農業機械化協力に関する官民連絡会議」を開催（平成25年５月、９
月）、その結果を経協インフラ戦略会議下に設置されている「ミャンマーに関
する官民合同タスクフォース」に報告（平成25年９月）。

・インフラ施設に関する官民の整備予定について、国土交通省との間で可
能な範囲で情報共有を図ることについて確認。

・海外のバリューチェーン構築に必要なインフラ整備の検討にあたり、経済
産業省と情報共有を進める。

【農】

・食品産業グローバル展
開インフラ整備事業：3億
円

・途上国における農から
食へのバリューチェーン
構築支援：10億円
【外】外務省ODA予算の
内数

２ 国内外の需要拡大②

項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令等

⑤公共建築物の木造化・内装
木質化

文科省
ほか

・平成26年度予算として、木造公共建築物の整備、設計段階からの技術支援に対
する予算を要求。

・林野庁では建築関係者、子ども等向けに作成した「木の良さ、木づかいの意義等」を
内容とするDVDを新たに作成する予定であり、普及に際して関係省庁へ協力を依頼。
・公共建築物における木材利用を促進するため、関係省庁連絡会議を来年実施予定。
・学校施設については、林野庁では上記予算要求において学校本体の内装木質化、
附属施設（体育館・武道館等）の木造化・内装木質化を支援。

・文部科学省では地域材を活用して木造施設を整備する場合や、エコスクールパイ
ロット・モデル事業（環境を考慮した学校として文科省・農水省・経産省・国交省で認
定）の認定を受けて内装木質化を行う場合に補助単価のかさ上げを実施。

・これらの予算を通じて学校施設全体の木造化・内装木質化を支援。さらに、林野
庁・文科省の双方で、学校の木造化・内装木質化施設の増加に向け、各地域での
施設整備構想段階からの働きかけ・情報提供体制の構築を促す両省課長連名で
の発出文書を作成中。

・木材を活用した学校施設づくりを推進するため、文部科学省主催、林野庁後援に
より、林野庁担当者も参加して学校関係者向け講習会を全国各地で今年度分は実
施済み。

【農】森林・林業再生基盤
づくり交付金：22億円の
内数

【農】地域材利活用倍増
戦略プロジェクト：18億円
の内数

【文】公立学校施設整備
負担金(新増築) 555億
円の内数

学校施設環境改善交付
金(改築等)2,245億円の
内数

２ 国内外の需要拡大③
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３ バリューチェーンの構築①
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算（26年度要求額）
関係法令 等

①異分野融合研究
（医療、ＩＴ、ロボット工学等異分野の革新的
な技術を農林水産・食品分野へ活用する研
究開発を促進）

内閣府、総
務省
ほか

・「農林水産・食品分野と異分野との連携に係る研究戦略検討会」
（内閣府、総務省、文科省、厚労省、経産省参画）を設置（本年6
月）し、「異分野融合研究の推進について」（戦略）をとりまとめ8/30
に公表。また、一部の融合研究領域候補（新育種技術）については、
GM（遺伝子組換え作物）規制上の取扱いの明確化に向けた検討を
開始。
・26年度予算として、医療、ＩＴ、ロボット工学等異分野の革新的な技
術を農林水産・食品分野へ活用する研究開発促進の支援を検討。
また、内閣府（総合科学技術会議）の戦略的イノベーション創造プ
ログラムにも積極的に参画予定。

＜合同検討会等＞
新たな育種技術研究会

＜連携要求＞

【農】民間活力を活かした研究の推
進：３０億円

【内】科学技術イノベーション創造
推進費：５１７億円の内数

②農山漁村における再生可能エネ
ルギーの導入促進
（エネルギー対策特会の活用）

環境省 ・環境省が26年度予算として、再生可能エネルギーを活用し、地域
のニーズや特性を活かした地域協働による低炭素地域づくりを行う
ための予算を要求。採択から執行まで農水省と密接に協力して実
施。

【農】－
【環】地域主導による再生可能エネ
ルギー等導入事業化支援事業：15
億円
地域主導による先導的「低炭素・循
環・自然共生社会」創出事業：50億
円の内数
木質バイオマスエネルギーを活用
したモデル地域づくり推進事業：
18億円

③バイオマス産業都市の構築 内閣府、総
務省、文科
省、

経産省、国
交省、環境
省、

・７府省共同で、バイオマス産業都市８地域（26市町村）を１次選定
（本年６月）。第２次募集を年内実施。
・26年度予算として、バイオマス産業都市の構想づくりや施設整備
への支援を要求。
・経産省は、26年度予算として、バイオマスエネルギーの導入を促
進するための予算を要求。
・国交省は、26年度予算として、下水汚泥の有効活用を促進するた
めの予算を要求。
・環境省は、26年度予算として、地球温暖化対策及び循環型社会
の構築を推進するための予算を要求

＜連携要求＞
【農】地域バイオマス産業化推進事業：
12億円
【経】地域バイオディーゼル流通システ
ム技術実証事業：9.8億円
バイオマスエネルギーの地域自立シス
テム化実証事業：3億円
【国】下水汚泥の有効利用の促進：社
会資本整備総合交付金10,558億円の
内数
【環】地域循環型バイオガスシステム構
築モデル事業：15億円
地産地消型バイオ燃料普及拡大事業：
1億円
＜合同検討会等＞
バイオマス活用推進会議
バイオマス産業都市関係府省連絡会
議

３ バリューチェーンの構築②
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

④食品リサイクルループの推進 環境省 ・食料・農業・農村政策審議会と中央環境審議会の合同会合（農林水産省・
環境省が共同で事務局）で地域循環産業創出と活性化等を含む論点整理案
を取りまとめ（本年７月）。
・26年度予算として、食品廃棄物のバイオガス化により再生可能エネルギー
と農産物の高付加価値化を同時に推進する食品リサイクルループ構築の支
援を要求。
・環境省は、26年度予算として、バイオガスによる地域循環を構築するための
実証事業と食品リサイクルループ形成促進のための経費や食品リサイクル
に係る実態調査の予算を要求。

＜合同検討会等＞
食料・農業・農村政策審議会
食料産業部会食品リサイク
ル小委員会・中央環境審議
会循環型社会部会食品リサ
イクル専門委員会合同会合

＜連携要求＞
【農】食品ロス削減等総合対
策事業（食品リサイクルルー
プの構築事業）：19百万円
【環】地域循環型バイオガス
システム構築モデル事業：15
億円
【環】食品リサイクル推進
事業：9百万円

⑤小水力等発電の推進
（災害時における農村部の汚水処理施
設等の長期間にわたる機能停止への
対策）

環境省 ・26年度予算として、農業集落排水施設における太陽光発電及び蓄電池の
活用による災害時の汚水処理機能維持手法の実証への支援を要求。環境
省は合併浄化槽の台帳システムの整備による災害対応の強化について要求。

＜連携要求＞

【農】小水力等再生可能エ
ネルギー導入推進事業
（自立・省エネ型集落排水
施設実証事業）：2.3億円
【環】浄化槽情報基盤強化
推進事業：0.16億円

⑥クラウドを活用型した食品情報ト
レーサビリティ・システムの確立
（既存システムのデータを翻訳し、食品の生
産・流通情報を確認できる上位システムの
グランドデザインを策定するとともに、実証
を通じた課題の整理を行い、システムを構
築）
（多種多様な農林水産物・食品の情報のう
ち、消費者の求める情報を既存のシステム
等を通じてクラウド上に蓄積、利活用するこ
とにより、消費者の食品購買の変革や農林
水産物・食品の高付加価値化を実現するた
めのグランドデザインを策定。その実証を通
じて、クラウドを活用した食品情報システム
を確立）

総務省、
経産省

・総務省（情報通信技術面での課題の検討）、経産省（家電産業との連携によ
る新たな価値の創出）と連携して検討会を開催し、共同で課題の解決に取り
組む予定。
・内閣官房ＩＴ総合戦略室（ＩＴ戦略全体の調整）の下、農林水産省（全体のグ
ランドデザインの策定）、総務省（情報通信技術面での課題の検討）、経済産
業省（家電産業との連携による新たな価値の創出）がそれぞれの強みを生か
した役割分担により、取り組む予定。
・26年度予算として、クラウドを活用した汎用的な食品情報システムの構築か
ら運用までの一部実証に要する経費を要求。
・総務省は、26年度予算として、農業分野でのＩＣＴの利活用を推進するため
の予算を要求。
・経産省は、26年度予算として、農業分野へのＩＴ導入による新事業創出のた
めの予算を要求。

＜連携要求＞
【農】クラウド活用型食品ト
レーサビリティ・システム
確立委託事業：0.5億円
【総】ICTの活用による農
業の生産性向上・高付加
価値化の実現に係る実証
実験：30.9億円の内数
【経】IT融合システム開発
事業（農商工連携分野）：5
億円の内数
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３ バリューチェーンの構築③
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

⑦AIシステムの実証
（熟練農家の高度な判断や栽培管理技術
を、ＩＣＴを活用してデータ化し、新規就農
者や一般農家への継承を支援）

総務省、
経産省

・内閣官房ＩＴ総合戦略室（ＩＴ戦略全体の調整）の下、総務省（情報通信技術
面での課題の検討）、経産省（農業・周辺産業への企業参入促進、ビジネス
モデルの海外展開支援等）と合同で検討会を開催し、共同で課題の解決に取
り組む予定。
・26年度予算として、ＩＣＴ等を活用したシステム導入から運用までの実証への
支援を要求。
・総務省は、26年度予算として、農業分野でのＩＣＴの利活用を推進するため
の予算を要求。
・経産省は、26年度予算として、農業分野へのＩＴ導入による新事業創出のた
めの予算を要求。

＜連携要求＞
【農】AIシステム実証事
業：3億円の内数
【農】新品種・新技術活用
型産地育成支援事業（ICT
を活用したスマート農業導
入実証・高度化事業）：11
億円の内数
【総】ICTの活用による農
業の生産性向上・高付加
価値化の実現に係る実証
実験：30.9億円の内数
【経】IT融合システム開発
事業（農商工連携分野）：5
億円の内数

⑧ICTを活用した地域の農産物の
高品質化・高付加価値化
（環境情報を蓄積・分析するセンサや農
作業履歴を自動入力・蓄積する管理シ
ステム等現在実用段階にあるICTを活
用したスマート農業を通じ、地域の農産
物を高品質化・高付加価値化）

総務省、
経産省

・総務省（情報通信技術面での課題の検討）、経産省（農業・周辺産業
への企業参入促進、ビジネスモデルの海外展開支援等）と合同で検
討会を開催し、共同で課題の解決に取り組む予定。
・26年度予算として、ICT等を活用したシステム導入から運用までの実
証への支援を要求。
・経産省は、26年度予算として、農業分野へのＩＴ導入による新事業創
出のための予算を要求。

＜連携要求＞
【農】AIシステム実証事
業：3億円の内数
【農】新品種・新技術活
用型産地育成支援事業
（ICTを活用したスマート
農業導入実証・高度化
事業）：11億円の内数
【経】IT融合システム開
発事業（農商工連携分
野）：5億円の内数

⑨次世代施設園芸の推進 経産省 ・経済産業省が実施する、適正な栽培管理に資するセンサーシステムの技術
開発等の研究成果と連携。

＜連携要求＞
【農】次世代施設園芸導入
加速化支援事業：30億円

４ 農山漁村の次世代継承①

項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

①森林・山村における境界
情報の整備

国交省 ・平成26年度予算として、不在村等森林所有者の探索や連絡、国土交通省の地籍調査
等とも連携した境界明確化、得られた情報の共有・活用等の活動に対する支援を要求。
・国土交通省は、林地における地籍調査事業等を要求。

・これらの事業の成果を連携させることにより森林・山村における境界情報の整備を推
進。

＜連携要求＞

【農】森林・山村多面的機
能発揮総合対策：47億円
の内数

【国】地籍調査費負担金：
107億円の内数、山村境
界基本調査等：2.6億円

②子ども農山漁村交流プ
ロジェクト
（小学生の農山漁村での宿
泊による自然体験や農林漁
業体験等を推進）

総務省、
文科省

○総務省・文科省と連携して、小学５年生を中心として農山漁村での宿泊による自然体
験や農林漁業体験等を推進。
○26年度予算概算要求
以下の役割分担で各省予算を組合せていくことを各省間で合意。

・農水省は、受入側（農山漁村）における宿泊体験施設・教育農園等の充実・整備（廃校
等の活用等）、農林漁家の運営整備（受入農家・人材の育成、農林漁業体験プログラム
の開発等）等の支援を要求。

・総務省は、特別交付税により送り手・受入側の地方自治体の自主的取組を支援。送り
手・受入側のコーディネート体制構築のためのモデル実証調査を要求。

・文科省は、送り手側（学校）への宿泊体験活動に係る経費（交通費、宿泊費等）の支援
を要求。
○これまでの取組

・これまで実施してきた３省間協議を継続し、随時プロジェクトの周知、推進体制等につ
いて議論。

・各省庁が関係団体等を通じて関係者（都道府県、市町村、教育関係者等）に周知（概
算要求ベース）。

・プロジェクトの浸透を図るため、各省庁の関係団体等を含めた推進協議会を開催。（第
1回を11月１日に開催）
○今後の取組

・各省連携の強化、取組に対する機運の醸成を図るため、全国単位の推進協議会を開
催。（年度内開催に向けて調整中）。
・各地での活動の活性化を図るため、各ブロック毎に連絡協議会を開催。(来年１月予
定)

＜連携要求＞

【農】都市農村共生・対流
総合対策交付金：23億円、
農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金：70億円
【総】子ども農山漁村交
流による地域活性化モデ
ル事業：0.5億円
【文】健全育成のための
体験活動推進事業：0.6
億円
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４ 農山漁村の次世代継承②

項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

③「農」と福祉の連携プ
ロジェクト
（障害者や高齢者のため
の福祉農園の拡大・定着
支援）

厚労省 ○ 厚労省と連携して、障害者や高齢者を対象とした福祉農園の拡大・定着が図
られるよう支援。

○26年度予算概算要求
以下の役割分担で各省予算を組合せていくことを各省間で合意。

・農水省は、高齢者の生きがい農園及び障害者の就労・雇用を目的とする農園
の整備、福祉・農業関係者を対象とした研修会の開催、農業専門家の派遣等の
支援を要求。

・厚労省は、活動の拠点となる福祉施設の整備、農家と福祉施設の連携支援等
を要求。

○ これまでの取組

・これまで随時実施してきた両省間協議について、省庁横断プロジェクトチーム
（課長級）を設置（9月10日）。以降、具体的な連携の進め方の検討、両省合同の
現地調査を実施。

・農村振興局長と老健局長との間で、両省で連携して取組を進めていくことを確
認（9月26日）。
・厚生労働省社会・援護局主催の「障害保健福祉関係主幹課長会議」において、
「農」と「福祉」の連携について周知。
・農水、厚労の両省に関係機関を加えた連絡協議会を設置。1関係団体傘下の
組織に対するプロジェクトの周知について議論。（第1回開催は10月15日）
・福祉関係者、農業関係者を集めた事例報告会を実施（11月8日）。
・福祉農園に係る取組について、今年度予算で45件について支援。

○ 今後の取組
・来年度予算を活用し、ハード・ソフト両面から福祉農園の拡大・定着を支援。

・プロジェクトの浸透を図るため、「農」と「福祉」の関係者を集めた会議を厚生労
働省と連携し全国8県程度で実施。
・年度内を目途に各ブロック毎に連絡協議会を設置。

＜連携要求＞

【農】都市農村共生・対流
総合対策交付金：23億円、
農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金：70億円、
「農」のある暮らしづくり
交付金：6億円
【厚】地域介護・福祉空間
整備等施設整備交付金
（46億円の内数）、社会
福祉施設整備事業（71億
円の内数）、地域生活支
援事業（514億円の内数）
等

４ 農山漁村の次世代継承③
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

④空き家・廃校活用交流プ
ロジェクト
（農村の空き家・廃校等を活
用した多機能施設等の整備）

総務省、
文科省
など

○ 総務省・文科省・国交省・厚労省・経産省と連携し、空き家、廃校、耕作放棄
地等の地域資源を田舎暮らし希望者の受け皿や多機能な施設等として活用。定
住環境の整備と交流人口の拡大を推進。

○ 26年度予算概算要求
・農水省は、廃校等の地域資源の活用と散在する既存施設の再編等を組み合
わせた多機能な集落拠点強化施設の整備や滞在型交流農園の整備等の支援
を要求。

・国交省は、集落地域の「小さな拠点」形成のためのプランづくりや既存公共施
設を活用したワンストップサービス施設の整備支援を要求。
・総務省は、過疎地域の活性化への取組支援を要求。

・文科省は、活用希望者に対し、廃校施設の所在地、建物面積等の情報や、利
用可能な各省庁の補助制度等を提供。

・厚労省は、廃校等を活用した高齢者関係施設や児童福祉施設等の整備支援を
要求。
・経産省は、商店街空き店舗への店舗誘致等の支援を要求。

○ これまでの取組

・都市と農村との交流人口の拡大や農山漁村地域への定住促進、農山漁村地
域の遊休資源である空き家・廃校等の活用を図る取組を推進する体制として、関
係省庁プロジェクトチーム（課長級）を設置。「廃校を活用した多機能な集落拠点
整備」、「空き店舗でのアンテナショップ開設」を個別・具体的に検討するため、そ
れぞれワーキング・チームを設置。

・プロジェクトに係る概算要求内容について、各省を通じて各行政関係者等に周
知。
・関係省庁の関連団体を含めた連絡協議会を開催（11月5日）。

○ 今後の取組

・プロジェクトの浸透を図るため、ブロック段階での関係省庁・団体による実施体
制づくりを推進。

・廃校活用による多機能集落拠点整備について、パンフレットを作成。事務手続
の効率化を検討。
・滞在型交流農園について、モデル事例を具体化。

＜連携要求＞

【農】都市農村共生・対流総合
対策交付金：23億円、農山漁村
活性化プロジェクト支援交付金：
70億円
【国】「小さな拠点」を核とした
「ふるさと集落生活圏」の形成：
0.9億円の内数、集落活性化推
進事業：3.3億円
【総】過疎地域等自立活性化推
進交付金：10億円の内数

【厚】地域介護・福祉空間整備
等施設整備交付金：46億円の
内数ほか

【経】地域商業自立促進事業：
60億円の内数
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４ 農山漁村の次世代継承④
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

⑤「農」を楽しめるまちづくりプロ
ジェクト
（交流農園・農産物直売所等の整備
の推進）

国交省 ○ ｢農｣のある暮らしを楽しみたいという都市住民のニーズに応え、住民
参加で策定した計画に基づく｢農｣を楽しめるまちづくりを推進。

○26年度予算概算要求
以下の役割分担で両省予算を組合せていくことを合意。
・農水省は、

①地方自治体における、円卓会議等での住民参加による計画策定を支
援
②交流農園、農産物直売所等の整備の支援
を要求。
・国交省は、
①生産緑地の買取りによる農業公園の整備の支援
②都市機能の集約の促進を図るために郊外部に立地している公共施

設等の除却等を支援。（移転跡地における市民農園の整備を農水省が支
援）
を要求。

○ これまでの取組

・省庁横断プロジェクトチーム（課長級）を設置し、プロジェクトの具体的な
進め方等について議論。（第1回は9月11日に開催）
・農水、国交の両省に関係機関を加えた連絡協議会を設置。関係団体傘
下の組織に対するプロジェクトの周知について議論。（第1回を10月18日
に開催）

○ 今後の取組
・両省合同で具体的な制度設計を進めるとともに、共通パンフレットを作成。
・三大都市圏以外の都市を含め、積極的に広報活動を展開。

・年度内を目途に各ブロック毎に各地の行政、民間団体による連絡協議
会を設置。

＜連携要求＞

【農】「農」のある暮らしづくり
交付金：6億円
【国】社会資本整備総合交
付金（都市公園等事業）：1
兆558億円の内数、集約都
市形成支援事業（コンパクト
シティ形成支援事業）：6.5
億円の内数

４ 農山漁村の次世代継承⑤
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算（26年度要求額）
関係法令 等

⑥美しい農村再生支援
（農村が有する棚田等の水
や緑の農村景観、歴史・文
化的な建造物、生物多様性
等の総合的な価値の再生・
継承に向けた取組を支援）

文科省、
国交省、
環境省

○ 農水省は、26年度予算として、市町村等が作成するマスタープランに基づ
き、将来に残すべき農村景観・資源を保全・復元・継承するための取組を支援
する事業を要求。
○ 市町村等が作成するマスタープランに基づき農水省と連携して、
文科省：歴史的風致の維持・向上

（史跡、名勝等の保存・活用への支援・助言）
国交省：歴史的風致の維持・向上、良好な景観の形成

（伝統的なまちなみなどの保全等への支援・助言）
環境省：良好な景観の形成、生物多様性の保全・活用

（生物多様性の保全を図る上での留意点・配慮事項の情報提供等）
を実施。
○ これまでの取組

・市街地を含む地域における歴史的風致の維持・向上に関する計画について、
運用指針に基づき文科省、国交省、農水省が合同で指導・助言する会議を随
時開催しており、同体制により連携を推進。

・農村地域における史跡の保存、生物多様性の保全等と連携した取組の推進
体制について、文科省、環境省、農水省による課長級連絡会議を開催（９月13
日）。
・概算要求内容について、各省庁を通じて学識経験者、行政関係者等に周知。
○ 今後の取組

・関係省庁と取組の浸透を図るため、実施体制づくりや具体的方策の検討を
行う。

＜連携要求＞
【農】美しい農村再生支援事業:20億円
【文】地域の特性を活かした史跡等総
合活用支援推進事業：32億円
【国】社会資本整備総合交付金：1兆
558億円の内数
【環】里地里山保全活用行動推進事
業：0.1億円

⑦森林環境の保全対策
（森林環境保全総合対策事業、
保護林等整備・保全対策）

環境省 ・ 我が国の世界自然遺産については、林野庁、環境省及び地元自治体等か
らなる「地域連絡会議」を設置し、それぞれの役割分担の下、連携して保全管
理を行っており、本年３月に小笠原諸島の兄島に初めて侵入が確認された特
定外来生物のグリーンアノール対策についても、環境省等と連携し、拡散防
止・根絶のための対策を推進する。
・ 平成26年度予算として、グリーンアノールの低密度管理・根絶に向けた対
策を検証するため、種間相互作用の把握・変化予測等のための調査に係る予
算を要求。

・ また、グリーンアノールの侵入による小笠原諸島固有の森林生態系への影
響を抑制するため、国有林（保護林）での対策に係る予算を要求。
（※）グリーンアノール：アメリカ合衆国南東部を原産地とするは虫類。昆虫類を補食し、非常に繁
殖能力が高いことから、特定外来生物に指定されている。固有昆虫類の絶滅のみならず、訪花性
昆虫の捕捉による乾性低木林を構成する固有の虫媒植物の消失など、森林生態系全体への影響
が危惧される。

＜合同検討会等＞

小笠原諸島世界自然遺産地域連
絡会議等

【農】森林環境保全総合対策事業
のうち世界遺産の森林生態系保全
管理の推進：0.6億円の内数
【農】保護林等整備・保全対策：2.4
億円

【環】・日本の国立公園と世界遺産
を活かした地域活性化推進費：10
億円の内数
・自然公園等事業費：69億円の内
数
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４ 農山漁村の次世代継承⑥
項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

⑧効果的な鳥獣被害対策の推進
（鳥獣被害対策における省庁間連携の
強化）

環境省
ほか

・農水省・環境省で、鳥獣被害防止・鳥獣保護管理に関する関係省庁
連絡会議（農水省・環境省・文化庁・警察庁・総務省・厚労省・経産
省・防衛省）を開催（本年８月、９月）し、関連施策の実施状況等につ
いて情報交換。

・会議において、今後も継続的に会議を開催し、関係省庁で協力・連
携して対策を進めることを確認。
・平成26年度予算として、地域ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵
の整備等、鳥獣被害防止対策を総合的に支援する予算を要求。
・平成26年度予算として、個体数調整を効果的に実施するための鳥
獣の誘引場所としての食害森林の活用等に対する支援を要求。
・平成26年度予算として、森林生態系の保全と農林業被害防止に向
けた新技術の導入・実証の実施等を要求。
・環境省は、26年度予算として、鳥獣保護管理の担い手となる人材の
育成、地域ぐるみで捕獲を推進するためのモデル事業、実態調査等
を実施するための予算を要求。

＜合同検討会等＞

鳥獣被害防止・鳥獣保護管理に関
する関係省庁連絡会議

【農】鳥獣被害防止総合対策交付
金：100億円
【農】森林保全再生整備事業：20億
円

【農】森林鳥獣被害対策技術高度
化実証事業：1.5億円
【環】鳥獣保護管理強化事業費：
2.8億円

５ 食の安全と消費者の信頼確保①

項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算
（26年度要求額）
関係法令 等

①消費者の信頼確保に向
けた「食品表示」の充実
（表示ルールの統一、効果的な
取締業務の執行体制確保等に
ついて検討）

消費者庁、厚
労省

・食品表示法の施行（平成２７年６月まで）に向け、「食品表示
基準」の内容や執行体制等について、消費者庁ほか関係省
庁が連携して検討中。

・今後、消費者庁における「食品表示基準」の検討に際し、生
産者・食品業界の意見が十分に反映されるよう留意。

・効果的な法執行に向け、取締業務に係る望ましい関係機関
の役割分担等を検討。また、科学的分析に基づく客観的デー
タの活用により、効率的な取締を実施できるよう、26年度予
算を要求。

食品表示法（政令・府令の制定）

【農】産地表示適正化対策事業：0.2億
円
【消】－
【厚】－

②国際ルールに調和した
農薬登録制度の見直し
（国際ルールに調和した農薬登
録制度の見直しのうち農薬の急
性的影響を考慮した評価の導
入）

食安委、
厚労省

・農薬の安全を確保するためには、残留農薬について急性的
影響を考慮した評価を導入する必要。
・導入に向けて、現在、食安委が短期毒性、厚労省が短期曝
露の観点から、それぞれ評価手法を検討中。
・導入時期については、検討結果を踏まえて、今後関係省庁
間で調整。

農薬取締法、食品衛生法、
食品安全基本法

③食品の安全性確保のた
めの取組についての消費
者との意見交換

消費者庁、
食安委、
厚労省

・食品中の放射性物質対策に関する説明会（農水省・消費者
庁・食安委・厚労省）を開催。
全国で11月末までに7回開催。

＜合同説明会等＞

食品中の放射性物質対策に関する説
明会
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項目
（施策概要）

関係
省庁等

検討状況 関連予算（
26年度要求額）
関係法令等

①食育の推進
（学校教育の場でも活用できるよう教育
ファームのプログラム内容を充実）

文科省 ・学校教育の場において活用できる教科等と関連付けた教育ファー
ムのプログラム等を文科省が指定するスーパー食育スクールと連携
して開発。

＜連携要求＞

【農】生産・流通の場におけ
る食育推進：８億円

【文】スーパー食育スクール
事業：３億円の内数

②食品ロス削減の推進
（食品流通段階における商慣習の見直し
等の推進）

内閣府、

消費者
庁、文
科省、
経産省、
環境省

・食品ロス削減関係省庁等連絡会議（内閣府・消費者庁・文科省・農
水省・経産省・環境省）を設置し、各府省連携して、対策を展開（24年
10月～）。
・食料・農業・農村政策審議会と中央環境審議会の合同会合（農林水
産省・環境省が共同で事務局）で、食品ロス削減国民運動展開等を
含む論点整理を取りまとめ（本年７月）。

・26年度予算として、食品ロス削減に向けた食品企業の取組への支
援を要求。
・消費者庁は、26年度予算として、食品ロス削減に向けた消費意識の
啓発への支援を要求。

＜合同検討会等＞

食品ロス削減関係省庁等
連絡会議

食料・農業・農村政策審議
会食料産業部会食品リサ
イクル小委員会・中央環境
審議会循環型社会部会食
品リサイクル専門委員会合
同会合

＜連携要求＞

【農】食品ロス削減総合対
策事業（食品ロス削減国民
運動の展開事業）：54百万
円

【消】消費者行政総合調整
経費（8百万円）
【内・経・環・文】－

５ 食の安全と消費者の信頼確保②
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番 号
事
項
名

進
捗
（
※
１
）

調
整
状
況

備
考

（
※
２
）

Ⅰ 11
/
8

時
点

Ⅱ 12
/
1
1

時
点

1
水
産
物
輸
出
拡
大
の
た
め
の
衛
生
証
明
書
発
行
の
円
滑
化

Ａ
Ａ

厚
労
省
に
て

10
月

17
日
に

通
知
発
出

中
国
向
け
輸
出
に
係
る
衛
生
証
明
書
の
発
行
に
関
し
て
、
事
業
者
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
地
方
自
治
体
等
で
の
証
明
書
発
行
を

可
能
と
す
る
た
め
、
厚
労
省
が

10
月

17
日
に
関
係
通
知
を
改
正
。
来
年
１
月
か
ら
地
方
自
治
体
等
に
よ
る
証
明
書
発
行
業
務
を

開
始
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

2
う
め
の
需
要
拡
大
の
た
め
の
梅
酒
の
表
示
の
適
正
化

Ｃ
Ｃ

国
税
庁
と

調
整
中

関
係
す
る
業
界
団
体
に
お
い
て
、
梅
酒
表
示
の
自
主
基
準
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
中
。
同
団
体
に
対
し
て
、
当
省
か
ら
要
望
事

項
の
説
明
を
行
っ
た
ほ
か
、
国
税
庁
か
ら
自
主
基
準
の
と
り
ま
と
め
を
急
ぐ
よ
う
促
し
た
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

3
大
規
模
建
築
物
に
お
け
る
Ｃ
Ｌ
Ｔ
の
活
用
の
た
め
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
の

策
定
及
び
基
準
強
度
等
に
係
る
告
示
の
整
備

Ｂ
Ｂ

国
交
省
に
て

基
準
整
備
予
定

国
交
省
に
お
い
て
、
建
築
関
係
基
準
の
整
備
を
予
定
。
当
省
に
お
い
て
も
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
を
年
内
に
制
定
す
る
ほ
か
、
基
準
整
備
を

可
能
な
限
り
早
期
に
進
め
る
た
め
、

H2
6年
度
予
算
で
強
度
デ
ー
タ
の
収
集
等
に
対
す
る
支
援
を
要
求
。

（
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に

CL
Tを
利
用
し
た
国
内
初
の
建
築
物
を
国
土
交
通
大
臣
が
個
別
認
定
済
）

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

４
付
加
価
値
の
高
い
農
林
水
産
物
・
加
工
食
品
の
需
要
拡
大
の
た

め
の
機
能
性
表
示
の
容
認

Ｂ
Ｂ

H
26
年
度
中
に

措
置
予
定

消
費
者
庁
に
お
い
て
、
科
学
的
根
拠
を
も
と
に
機
能
性
を
表
示
で
き
る
新
た
な
制
度
を
検
討
中
。
厚
労
省
に
お
い
て
は
、
食
品
の

安
全
性
確
保
や
薬
事
法
に
よ
る
規
制
と
の
整
理
等
の
観
点
か
ら
連
携
。
当
省
に
お
い
て
も
、
農
林
水
産
物
等
の
需
要
拡
大
及
び

消
費
者
の
適
切
な
商
品
選
択
に
資
す
る
た
め
、
表
示
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
科
学
的
根
拠
の
蓄
積
等
を
行
う
と
と
も
に
、
消
費
者
庁
の

検
討
に
併
せ
て
、
制
度
化
に
向
け
た
論
点
を
整
理
。

規
制
改
革
実
施
計
画
（
6月

14
日
閣
議
決
定
）
措
置
事
項

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

５
日
本
の
食
文
化
を
世
界
に
広
げ
る
た
め
、
働
き
な
が
ら
日
本
料

理
を
学
ぶ
た
め
の
ビ
ザ
の
要
件
緩
和

Ｃ
Ｃ

年
内
に

方
針
策
定

農
水
省
が
事
業
全
体
の
運
用
に
指
導
・
監
督
的
な
立
場
で
関
与
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
法
務
省
・
厚
労
省
・
農
水
省
に
お
い
て
平

成
25
年
内
に
方
針
策
定
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

６
製
造
・
加
工
や
販
売
等
を
行
う
農
業
法
人
等
に
お
け
る
雇
用
労

働
に
関
す
る
法
令
上
の
取
扱
い
の
明
確
化

Ｂ
Ｂ

年
度
内
を

目
途
に
結
論

厚
労
省
と
連
携
し
、
実
態
把
握
に
努
め
、
具
体
的
な
対
応
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
厚
労
省
と
と
も
に
検
討
し
、
そ
の
有
無

に
つ
き

25
年
度
中
を
目
途
に
結
論
を
出
す
予
定
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

７
食
品
衛
生
管
理
者
資
格
取
得
に
係
る
負
担
の
軽
減

Ｂ
Ｂ

厚
労
省
に
て

速
や
か
に
実
施

厚
労
省
に
お
い
て
、
資
格
取
得
に
必
要
な
講
習
に
つ
い
て
、
長
期
連
続
講
習
の
分
割
開
催
や
、
複
数
個
所
・
複
数
回
数
で
の
開

催
方
針
を
表
明
。
具
体
的
・
詳
細
な
内
容
等
に
つ
い
て
、
講
習
を
開
催
す
る
団
体
と
の
調
整
が
済
み
次
第
、
速
や
か
に
実
施
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

８
小
水
力
発
電
推
進
の
た
め
の
水
利
権
に
係
る
手
続
の
簡
素
化
・

迅
速
化

Ｂ
Ｂ

国
交
省
に
て

年
度
内
に
措
置

国
交
省
に
お
い
て
、
慣
行
水
利
権
を
利
用
し
た
従
属
発
電
を
登
録
制
の
対
象
と
す
る
場
合
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
必
要
最
小
限

の
簡
素
な
も
の
と
す
る
よ
う
年
度
内
に
整
理
し
周
知
を
図
る
。
ま
た
、
国
交
省
は
、
非
か
ん
が
い
期
等
の
新
規
発
電
用
水
の
水
利

権
取
得
に
関
し
て
は
、
既
存
資
料
が
あ
る
場
合
は
、
動
植
物
や
景
観
等
の
新
た
な
河
川
環
境
調
査
が
省
略
で
き
る
な
ど
、
手
続
を

簡
素
化
す
る
通
知
を

7月
1日
に
発
出
済
み
。

規
制
改
革
実
施
計
画
（
6月

14
日
閣
議
決
定
）
措
置
事
項

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

９
小
水
力
発
電
推
進
の
た
め
の
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
の
選
任

基
準
の
緩
和

Ｂ
Ｂ

経
産
省
に
て

年
度
内
に
措
置

経
産
省
は
、
都
道
府
県
土
改
連
が
選
任
し
た
主
任
技
術
者
が
土
地
改
良
区
の
小
水
力
発
電
所
を
兼
任
で
き
る
運
用
文
書
を

6月
24
日
に
発
出
済
み
。
さ
ら
に
、
経
産
省
に
お
い
て
、
土
地
改
良
法
が
適
用
さ
れ
る
農
業
用
水
路
に
小
規
模
な
小
水
力
発
電
設
備

が
設
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ダ
ム
水
路
主
任
技
術
者
の
選
任
を
不
要
と
す
る
べ
く
検
討
し
、
年
度
内
に
措
置
。

規
制
改
革
実
施
計
画
（
6月

14
日
閣
議
決
定
）
措
置
事
項

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

1
0
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
法
人
に
よ
る
農
林
漁
業
体
験
民
宿
の
開
設
を
円
滑
に
す

る
た
め
の
規
制
の
緩
和

Ｃ
Ｂ

厚
労
省
に
て

年
度
内
に
措
置

厚
労
省
に
対
し
、
法
人
経
営
を
行
う
家
族
経
営
体
（
一
戸
一
法
人
）
が
農
林
漁
業
体
験
民
宿
を
営
む
場
合
も
、
個
人
の
農
林
漁
業

者
と
同
様
に
、
規
制
緩
和
の
対
象
と
す
る
よ
う
提
案
。
こ
れ
を
受
け
、
厚
労
省
に
お
い
て
年
度
内
に
措
置
を
予
定
。

1
1
食
料
品
ア
ク
セ
ス
環
境
の
改
善

Ｃ
Ｂ

厚
労
省
に
て

H
26
年
内
に
措
置
厚
労
省
に
お
い
て
、
移
動
販
売
に
か
か
る
許
可
基
準
及
び
申
請
書
様
式
の
統
一
化
を
進
め
る
方
策
に
つ
い
て
平
成

25
年
度
中
に

検
討
し
、
技
術
的
助
言
と
し
て
示
し
て
い
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
及
び
申
請
書
様
式
に
つ
い
て
平
成

26
年
中
に
措
置
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

1
2
農
業
関
連
施
設
の
開
発
許
可
申
請
除
外
の
徹
底

Ａ
Ａ

全
中
、
全
農
に
て

１
１
月
１
・
５
日
に

通
知
発
出

国
土
交
通
省
と
の
間
で
確
認
し
た
内
容
の
通
知
文
を
全
農
が
１
１
月
１
日
に
、
全
中
が
１
１
月
５
日
に
系
統
内
に
発
出
。

1
3
無
人
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
重
量
規
制
の
緩
和

Ｂ
Ｂ

経
産
省
に
て

年
度
内
を
目
途
に

実
施
予
定

経
産
省
に
お
い
て
、
重
量
規
制
の
緩
和
を
行
う
こ
と
を
検
討
中
で
あ
り
、
年
度
内
に
政
令
を
改
正
す
る
方
向
で
調
整
中
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

1
4
農
業
分
野
に
お
け
る
外
国
人
技
能
実
習
生
の
技
術
習
得
の
高
度

化
の
た
め
の
在
留
期
間
の
延
長
及
び
制
度
の
透
明
性
の
向
上

Ｃ
Ｃ

法
務
省
・
厚
労
省
と

意
見
交
換
中

法
務
大
臣
の
私
的
懇
談
会
で
あ
る
「
第
６
次
出
入
国
管
理
政
策
懇
談
会
」
に
お
い
て
、
制
度
適
正
化
の
施
策
と
と
も
に
、
国
際
協

力
に
資
す
る
観
点
か
ら
制
度
見
直
し
を
検
討
。
併
行
し
て
、
法
務
省
、
厚
労
省
と
の
意
見
交
換
を
引
き
続
き
進
め
て
い
く
予
定
。

規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
）
措
置
事
項

「
攻
め
の
農
林
水
産
業
」
実
現
の
た
め
の
規
制
改
革
要
望
例

※
２
第

21
回
規
制
改
革
会
議
（
11
月

27
日
開
催
）
に
お
い
て
、
「
「
攻
め
の
農
林
水
産
業
」
実
現
の
た
め
の
規
制
改
革
要
望
を
受
け
た
改
革
事
項
に
つ
い
て
」
の
意
見
を
決
定
。

※
１
進
捗
Ａ
：
対
応
済

Ｂ
：
合
意
済

Ｃ
：
調
整
中

Ｄ
：
省
内
検
討
中

Ⅰ
：
第
８
回
攻
め
の
農
林
水
産
業
推
進
本
部
（
11
月
８
日
開
催
）
時
点
Ⅱ
：
第

10
回
攻
め
の
農
林
水
産
業
推
進
本
部
（
12
月

11
日
開
催
）
時
点
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１
１
）
技
術
開
発
の
推
進
方
向
の
検
討
、
２
）
開
発
技
術
の
現
場
で
の
実
証
や
生
産
モ
デ
ル
の
確
立
、

３
）
生
産
現
場
へ
の
導
入
や
実
需
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
の
各
段
階
に
お
い
て
経
済
界
と
の
連
携
を
実
施

２
我
が
国
農
業
の
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
農
業
界
・
経
済
界
の
英
知
を
結
集
し
、
効
率
的
な
生
産
体
制
の
確
立
や

ロ
ボ
ッ
ト
技
術
の
活
用
等
に
よ
る
低
コ
ス
ト
化
・
省
力
化
、
ＩＣ
Ｔ
等
を
活
用
し
た
高
品
質
化
、
高
付
加
価
値
化
や
、
周
年
・

計
画
生
産
等
の
実
現
を
目
指
す
。

⑤
産
業
連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
マ
ッ
チ
ン
グ
）

⑥
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ

ス
創
出
フ
ェ
ア

（
マ
ッ
チ
ン
グ
）

農
業
界
と
経
済
界
と
の
連
携
案
件
の
位
置
付
け

【
S
T
E
P
1
：
開
発
】

【
S
T
E
P
２
：
実
証
】

【
S
T
E
P
３
：
導
入
】

②
農
業
界
と
経
済
界
の
連
携
に
よ
る

先
端
モ
デ
ル
農
業
確
立
実
証

①
ス
マ
ー
ト
農
業

○
効
率
的
な
生
産

体
制
の
確
立
に
よ
る

生
産
コ
ス
ト
低
減

○
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
の

活
用
に
よ
る
省
力

化
・
規
模
拡
大

○
ＩＣ
Ｔ
を
活
用
し
た

高
品
質
化
、
高
付

加
価
値
化

○
低
コ
ス
ト
・
高
付
加

価
値
化
技
術
の
被

災
地
に
お
け
る
復

旧
、
復
興
へ
の
活
用

④
食
料
生
産
地
域
再
生
の
た
め
の
先
端
技
術
実
証
研
究

目
指
す
姿

全 国 復 興

③
次
世
代
施
設
園
芸

⑦
加
工
・
業
務
用
野
菜

③
次
世
代
施
設
園
芸

⑦
加
工
・
業
務
用
野
菜
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連携の概要
連携の枠組み

今後の進め方
農業界 経済界

○スマート農業の実現に向けた検討 【官房政策
課、食料産業局、生産局、技術会議事務局】

ロボット技術やＩCＴを活用した超省力・高品質生産を実現
する新たな農業（スマート農業）を実現するため、ロボット
技術で先行する企業やＩＴ企業等の協力を得て、スマート
農業の将来像や実現に向けたロードマップ、ロボット技術
の安全性確保策等について検討を実施

先進農業者
農業機械
メーカー
全農

経団連
民間企業
（ロボット技
術の先行
企業、ＩＴ企
業）

・「スマート農業の実現に向けた研究会」を平成25年11月に設置。平
成25年度内に中間取りまとめを行う予定。
・スマート農業の実現に向けて、平成26年度予算としてロボット技術
やICTの導入・実証・高度化に係る予算を要求中。

②農業界と経済界の連携による先端モデル農業
確立実証事業の推進 【経営局】

先進的な農業法人と経済界の企業等が連携プロジェクト
を組んで、低コスト生産技術体系の確立、ICTを利用した
効率的生産体制の確立、低コストの農業機械開発等の
新たな先端モデル農業の確立に向けた取組を実施。

先進農業者
（農業法人）
等

民間企業 ・日本農業法人協会・経団連等において会員企業に対するアン
ケートを実施

・平成26年度予算として「農業界と経済界の連携による先端モデル
農業確立実証事業」（５億円）を要求中

③次世代施設園芸の推進 【生産局】
民間企業、生産者、地方自治体等からなるコンソーシア
ムを形成し、民間企業の持つ先端技術と強固な販売力を
融合させ、生産から調製・出荷までを一気通貫して行うと
ともに、地域資源を活用したエネルギー供給を行う次世
代施設園芸を推進

農業者団体
地方自治体

経団連
日本商工
会議所
（一社）日
本施設園
芸協会
民間企業
等

・経団連等の経済界と地方自治体等の農業界を集めた「次世代施設
園芸セミナー」を開催（10/10(木)、約200名参加）

・10月下旬から11月中旬にかけて各地域において地域セミナーを開
催し、施設園芸事例報告や施策説明を行い、民間企業、生産者、地
方自治体等によるコンソーシアムの形成を推進
・平成26年度予算として「次世代施設園芸導入加速化支援事業」
（30億円）を要求中

農業界と経済界との連携①

0

連携の概要
連携の枠組み

今後の進め方
農業界 経済界

④食料生産地域再生のための先端技術展開事業
における連携 【技術会議事務局】

産地に導入する技術を民間企業、大学等から広く募集す
るとともにコンソーシアムを形成し先端技術の大規模実証
研究を実施

農業者（農
業生産法
人） 等

経団連
民間企業
等

・事業の実施に当たり経団連と意見交換、協力要請。
・48の研究課題について100社以上の民間企業がコンソーシアム
に参加し、平成29年度まで実証研究を実施

・平成26年度予算として「食料生産地域再生のための先端技術
展開事業」（24億円）を要求中

⑤産業連携ネットワークの推進 【食料産業局】
農林漁業・農山漁村に関心を有する多様な産業分野の
民間企業、団体、地方自治体、研究機関等が集い、知見
の共有と連携によって、６次産業化等を通じたイノベー
ションを進める場として平成23年12月に創設。企業の農
業参入や農福連携など多様なテーマの交流会の開催（25
年度は海外進出交流会（6/10、約60名参加）、ICT活用交
流会（8/30、約130名参加）、陸上養殖交流会(10/10、約
60名参加）や、会員からの連携プロジェクトの提案等によ
り、産業連携を推進

全中
全農
全森連
全漁連
法人協会
その他農業
団体
農業者
等

経団連
日本商工会
議所
全国商工会
連合会
全国中小企
業団体中央
会
その他経済
団体
民間企業 等

・経団連、全中等の関係団体からなる幹事会を年度内に開催
・12月11日に関心を有する会員企業や団体等を集めた「ICT活用
交流会」を開催予定
・年度内に連携ビジネスの促進等を図る各種テーマの交流会を
複数回開催予定

・会員が提案するセミナー等の開催支援や連携プロジェクトのマッ
チング支援等を通じて、異業種間の連携関係の形成を推進

⑥アグリビジネス創出フェアの開催
【技術会議事務局】

民間企業、大学等研究機関の保有する最新の研究成果
をわかりやすく展示し、技術の活用を希望する生産者や
事業者との連携を促進する技術交流展示会を毎年開催。

農業者
農林水産
業・食品産
業関係者
等

経団連
民間企業
等

・平成25年10月23日～25日に東京ビックサイトにおいてアグリビジ
ネス創出フェアを開催（出展企業等173社、参加者数約3.5万人）
・経団連より推薦を受けた（株）三菱ケミカルホールディ ングス
小林代表取締役が基調講演を実施
・北海道、東海地方においても開催予定

⑦加工・業務用野菜の取組の推進【生産局】
生産者、実需者、研究機関等からなるコンソーシアムを設
置し、加工適性を持つ品種や加工野菜用作業機械の開
発・導入、作柄安定技術の導入、機械化一貫体系の導入
による低コスト・省力化生産を推進。

農業者団体
種苗会社
農業機械
メーカー
地方自治体

経団連
民間企業等

・加工・業務用野菜を扱う食品製造業者等の民間業者等と意見交
換を行い、コンソーシアム参加への働きかけを実施
・平成26年１月に各地域ブロック会議を開催し、野菜産地における
コンソーシアムの設置を推進し、３月に全国シンポジウムを開催予
定
・平成26年度予算として、「加工・業務用野菜産地作柄安定対策事
業」（20億円）及び国産原材料供給力強化支援事業（11億円の内
数）を要求中

農業界と経済界との連携②

1
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５．オリンピック・パラリンピック東京大会の 

成功に資する農林水産省の取組 
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動
･植
物
輸
出
入
検

査
体
制
の
強
化

輸
出
入
禁
止
品

の
広
報

○
日
本
食
を
楽
しん
で
い
た
だ
く仕
組
み
を
構
築

・
選
手
、
観
光
客
、
マ
ス
コ
ミ
、
Ｖ
Ｉ
Ｐ
等
へ

・
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
、
ハ
ラ
ー
ル
等
に
も
対
応

・
様
々
な
機
会
を
と
ら
え
て

・
魚
食
を
中
心
と
し
た
日
本
食
の
情
報
発
信

・
近
隣
市
場
を
活
用
し
た
日
本
食
の
提
供
・
発
信

・
ホ
テ
ル
等
と
連
携
し
た
日
本
食
・
食
文
化
発
信
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

・
「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神
を
発
信

・
外
国
人
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
新
た
な
商
品
の
開
発

輸
出
入
検
疫

体
制
の
整
備

海 外 か ら の オ リ ・ パ ラ 関 係 者 ・ マ ス コ ミ ・ 観 光 客

○
安
全
・
安
心
な
国
産
食
材
の
供
給
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
選
手
村
、
ホ
テ
ル
等
で
提
供
す
る
各
国
料
理
に

・
開
催
時
期
（
夏
季
）
に
合
わ
せ
た
生
産
体
制
の
確
立

水
際
対
応

円
滑
な
出
入
国

手
続
き
の
実
施

○
国
産
の
畳
を
使
用
した
和
の
空
間
の
設
置

・
選
手
村
、
競
技
場
の
一
画
に

・
茶
道
、
華
道
等
の
体
験
等
も
実
施

・
和
装
（
純
国
産
絹
製
品
）
で
お
も
て
な
し

日
本
食
で

和
の
空
間
で

○
環
境
に
配
慮
した
空
間
づ
くり

・
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
、
食
品
廃
棄
物
等
を
原
料
と

し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
大
会
施
設
や
選

手
村
に

・
バ
イ
オ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
活
用

○
世
界
最
高
水
準
の
品
質
の
日
本
の
花
の
活
用

・
表
彰
式
で
（
ビ
ク
ト
リ
ー
ブ
ー
ケ
）
、
マ
ラ
ソ
ン
の
沿
道
で
、

選
手
村
で
、
主
要
都
市
の
空
港
・
駅
・
公
共
施
設
で

・
国
産
花
き
を
計
画
的
に
生
産
・
供
給
で
き
る
体
制
の
整
備

花
で

馬 術 競 技 出 場 馬

○
国
産
材
を
使
用
した
木
造
化
・
内
装
木
質
化

・
大
会
施
設
や
選
手
村
等
の
整
備
、
改
修

・
仮
設
建
築
物
に
も
木
材
を
積
極
的
に
使
用

・
関
係
施
設
の
建
具
、
床
材
、
家
具
等

・
日
本
の
伝
統
的
な
建
築
様
式
を
取
り
入
れ
る

・
Ｃ
Ｌ
Ｔ
（
直
交
集
成
板
）
や
耐
火
集
成
材
等

を
活
用

・
資
材
の
安
定
供
給
体
制
の
整
備

○
観
光
客
等
を
農
山
漁
村
で
も
て
な
す
仕
組
み
の
構
築

・
農
山
漁
村
で
の
農
林
漁
業
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築

・
地
域
の
農
林
水
産
物
を
活
用
し
た
郷
土
料
理
等
の
提
供

・
日
本
の
日
常
生
活
の
体
験
の
た
め
の
農
家
民
宿
の
整
備

・
外
国
人
旅
行
者
へ
の
情
報
発
信
体
制
の
構
築

農
山
漁
村
で

・
森
林
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
受
入
体
制
の
強
化Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
活
用
し
た
建
築
物

２
０
２
０
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会

我
が
国
の
農
林
水
産
物
・
食
文
化
に
よ
る

「
お
も
て
な
し
」
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６．「和食」のユネスコ無形文化遺産への 

登録決定について 
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(c
) M

as
as

hi
 K

um
a,

 2
00

6 

「
和

食
」

の
特

徴
③

：
 

 
自

然
の

美
し

さ
の

表
現

 

「
和

食
」

の
特

徴
①

：
 

 
多

様
で

新
鮮

な
食

材
と

素
材

の
味

わ
い

の
活

用
 

「
和

食
」

の
特

徴
②

：
 

 
バ

ラ
ン

ス
が

よ
く

、
健

康
的

な
食

生
活

 

「
和

食
」

の
特

徴
④

：
 

 
年

中
行

事
と

の
関

わ
り

 

食
事

の
場

で
、
自

然
の

美
し
さ
や

四
季

の
移

ろ
い
を
表

現
す
る
こ
と
も
特

徴
の

一
つ
で
す
。
季

節
の

花
や

葉
な
ど
を
料

理
に
あ
し
ら
っ
た
り
、
季

節
に
合
っ
た
調
度
品
や
器
を
利
用
し
た
り
し
て
、
季
節
感
を
楽

し
み

ま
す
。

 

日
本

の
食

文
化

は
、
年

中
行

事
と
密

接
に
関

わ
っ
て
育

ま
れ

て
き
ま
し
た
。
自

然
の

恵
み

で
あ
る
「
食

」
を
分

け
合

い
、
食

の
時

間
を
共
に
す
る
こ
と
で
、
家
族
や
地
域
の
絆
が
強
く
な
る
の

で
す
。

 

一
汁

三
菜

を
基

本
と
す
る
日

本
の

食
事

ス
タ
イ
ル

は
理

想
的

な
栄

養
バ

ラ
ン
ス
と
言

わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
う
ま
味

」
を
上

手
に
使

う
こ
と
に
よ
っ
て

動
物

性
油

脂
の

少
な
い
食

生
活

を
実

現
し
て
お
り
、
日

本
人

の
長

寿
、
肥

満
防
止
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

 

日
本

の
国

土
は

南
北

に
長

く
、
海

、
山

、
里

と
表

情
豊

か
な
自

然
が

広
が

っ
て
い

る
た
め

、
各

地
で
地

域
に
根

差
し
た
多

様
な
食

材
が

用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、

素
材
の
味
わ
い
を
活
か
す
調
理
技
術
・
調
理
道
具
が
発
達
し
て
い
ま
す
。

 

「
和
食
」
の

ユ
ネ

ス
コ

無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録

決
定

 

•
平
成

25
年

12
月

4日
、
我
が
国
か
ら
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
申
請
し
て
い
た

「
和
食
；
日
本
人
の
伝
統
的
な
食
文
化
」
の

登
録
が

決
定
。

 
•

登
録
を
契

機
と
し
て
、
日
本
食

文
化

を
未

来
に
向

け
て
守

り
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
動

き
に

繋
げ
る
こ
と
が

重
要
。

 

•
「
無
形
文
化
遺
産
」
と
は
、
芸
能
や
伝
統
工
芸
技
術
な

ど
の
形
の
な
い
文
化
で
あ
っ
て
、
土
地
の
歴
史
や
生

活
風
習
な
ど
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
の
こ
と
。

 

•
ユ
ネ
ス
コ
の
「
無
形
文
化

遺
産
保
護
条
約
」
で
は
、
こ

の
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
し
、
相
互
に
尊
重
す
る
機

運
を
高
め
る
た
め
、
登
録

制
度
を
実
施
。

 

【
ユ
ネ
ス
コ
無

形
文

化
遺

産
と
は

】
 

「
自
然
を
尊
重

す
る
」
と
い
う
こ
こ
ろ
に

基
づ
い
た
、
日

本
人

の
食

慣
習

 

さ
ら
に

 

食
育
等
に
よ
る
保
護
・
継
承

 

登
録
に
よ
る
世
界
的
な
日
本
へ
の

注
目

 
20

15
年
ミ
ラ
ノ
万
博

 
20

20
年

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
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７．攻めの農林水産業推進本部 

設置要領・検討経緯 
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「攻めの農林水産業推進本部」のこれまでの開催状況

１．第１回
日時：平成25年１月29日
議題：①攻めの農林水産業推進本部の設置について

②当面の進め方について 等
内容：①攻めの農林水産業推進本部を立ち上げ

②現場の声を聞き「現場の宝」を磨くよう林大臣より指示

２．第２回
日時：平成25年３月26日
議題： 現場の宝」の報告について「
内容：①「現場の宝」事例について各局庁より報告

②現場の宝を踏まえた９課題について、施策の展開方向をまと
めるよう林大臣より指示

３．第３回
日時：平成25年４月19日
議題： 現場の宝」を踏まえた施策の具体化に当たっての考え方につ「

いて
内容：９課題に関する施策の展開方向について担当局より報告

４．第４回
日時：平成25年７月２日
議題： 攻めの農林水産業」の具体化に向けた検討状況について「
内容：①９課題に関する施策の具体化に向けた検討状況について担当

局より報告
②官邸本部の設置等を踏まえて新たに検討すべき課題も含め、
あらためて整理した「主要検討事項」について、施策の具体
化や検討を深化するよう林大臣より指示

５．第５回
日時：平成25年８月８日
議題：①国別・品目別輸出戦略について

②他省庁との連携施策について
内容：①国別・品目別輸出戦略の状況について担当局より報告

②他省庁との連携施策の検討状況について担当局庁より報告
③官邸本部における総理指示を踏まえた検討の加速化等につい
て林大臣より指示

６．第６回
日時：平成25年９月13日
議題：①他省庁との連携施策について

②新品種・新技術の開発・保護・普及方針の中間とりまとめに
ついて

内容：①他省庁との連携施策の進捗状況について報告
②新品種・新技術の開発・保護・普及方針の中間とりまとめに
ついて報告

③他省庁との連携施策の深化と新品種・新技術の開発・保護・
普及方針の年内最終とりまとめについて林大臣より指示
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７．第７回
日時：平成25年10月18日
議題：①農業界と経済界との連携について

②六次産業化等の推進、国内外の需要拡大等について
内容：①農業界と経済界との連携案件について報告

②六次産業化等の推進、国内外の需要拡大等について報告

８．第８回
日時：平成25年11月８日
議題：①農山漁村の活性化、林業・水産業の成長産業化について

②担い手の米の生産コスト低減、多様な担い手の育成・確保
③「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望例について
④オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた農林水産省
の取組

内容：①農山漁村の活性化、林業・水産業の成長産業化について報告
②担い手の米の生産コスト低減、多様な担い手の育成・確保に
ついて報告

③「攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望例について
報告

④オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた農林水産省
の取組について報告

９．第９回
日時：平成25年12月11日
議題：①攻めの農林水産業推進本部の取りまとめについて

②新品種・新技術の開発・保護・普及の方針について
③今般の政策見直しに係る生産者・関係者への周知・広報活動
の実施について

内容：①攻めの農林水産業推進本部におけるこれまでの検討成果を取
りまとめ

②新品種・新技術の開発・保護・普及の方針について最終とり
まとめ

③今般の政策見直しに係る生産者・関係者への周知・広報活動
の実施について報告
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